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〇 平成 29 年に公示された幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領や小学校学習指導要領
においては、育成を目指す資質・能力が系統的に示されるとともに、幼児教育と小学校教育との円滑な接続について明記された。
この推進を図るため、令和３年７月から、中央教育審議会初等中等教育分科会の下に設置された「幼児教育と小学校教育の架

け橋特別委員会」において専門的な調査審議を行い、令和５年２月に、「学びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続
について～幼保小の協働による架け橋期の教育の充実～」（以下、「審議まとめ」という。）が取りまとめられた。

○ 審議まとめを踏まえ、国は、各地域において、幼保小（幼稚園、保育所、認定こども園及び小学校）はもとより、家庭、地域、関係
団体、地方自治体など、子供に関わる全ての関係者が立場を越えて連携・協働し、架け橋期のカリキュラムの作成・実施・評価・改善
等を通じて、全ての子供に学びや生活の基盤を育む「幼保小の架け橋プログラム」を推進しているところ。
○ 幼児教育と小学校教育との円滑な接続に向けては、各地域において、幼保小の合同研修や接続を意識した教育実践が取り組ま
れ、一定の成果を上げている一方、全国的に見ると未だ十分とは言えない状況である。

幼児教育と小学校教育との接続の現状と課題

【小学校の課題感】【幼児教育施設の課題感】
・幼児教育施設によって教育の質にばらつきを感じる。例えば、一部の
幼児教育施設には、「知識及び技能の基礎」や「思考力、判断力、
表現力等の基礎」を育む指導が不十分に感じる場合や、個別の知
識や技能の習得のみを目的とした指導による課題を感じる場合もある。
・幼児教育において、どのような資質・能力を育成しているのか分からな
い。幼児教育との資質・能力の繋がりが見えず、自身の指導において
具体的にどうすればよいかが分からない。
・子供同士の交流活動が、形式的なものとなってしまっており、小学生
にとっての学びになっていない。

・小学校入学当初において、スタートカリキュラムを編成し、合科
的・関連的な指導や弾力的な時間割の設定など、指導の工夫
や指導計画の作成を行うことが十分に行われていない。
・一部の小学校では、特に課題や困り感がなく、接続の必要性を
感じていない。
・一部の小学校からは、幼児教育が企図しない “授業を受ける態
度”を身に付けることや各教科等の先取りを求められてしまう。
・接続の取組が、子供同士の交流活動や特別な配慮を必要とす
る幼児に関する引継ぎで終わってしまう場合がある。
【連携体制の課題】
・関係者間で、幼児教育と小学校教育との接続の重要性や必要性に対する認識共有ができていない。
・行政内の異なる部局間（教育部局と福祉部局、幼児教育と小学校教育）での情報共有や調整が不十分。
・複数の幼児教育施設から複数の小学校に入学するため、複数の園・校と調整することが難しい。
・担当者の異動や引継ぎ不足により、接続の取組が途切れがち。

＜審議まとめの主なポイント＞
・ 幼児期は遊びを通して小学校以降の学習の基盤となる芽生えを培う時期であり、小学校においてはその芽生えを更に伸ばしていくことが必要。そのためには、幼児教
育と小学校教育を円滑に接続することが重要。

・ 一方、幼児教育と小学校教育は、他の学校段階等間の接続に比して様々な違いを有しており、円滑な接続を図ることは容易でないため、５歳児から小学校１年
生の２年間を「架け橋期」と称して焦点を当て、０歳から18歳までの学びの連続性に配慮しつつ、「架け橋期」の教育の充実を図り、生涯にわたる学びや生活の基
盤をつくることが重要。

参考資料
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※幼児教育施設：幼稚園、保育所、認定こども園

補足イメージ⑦
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幼児教育 小学校教育

小学校以降の学習や生活の基盤となる資質・能力を
育成する

幼児教育を通して育まれた資質・能力を踏まえて教育活動
を実施

教育の目標 「感じる」、「気付く」、「考える」、「工夫する」、「興味をも
つ」、「関わる」等の経験を重視

「～できるようになる」、「分かるようになる」等の目標への到
達度を重視

教育の内容
３つの視点、５つの領域からなる「ねらい」と「内容」
・３つの視点：健やかに伸び伸びと育つ、身近な人と気持ち

が通じ合う、身近なものと関わり感性が育つ
・５つの領域：健康、人間関係、環境、言葉、表現

各教科等における目標及び内容
（国語科、社会科、算数科、理科、生活科、音楽科、図
画工作科、家庭科、体育科、外国語科、道徳科、外国
語活動、総合的な学習の時間、特別活動）

育成を目指す
資質・能力

「知識及び技能の基礎」、「思考力、判断力、表現力
等の基礎」、「学びに向かう力・人間性等」

「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学び
に向かう力・人間性等」

教育の方法等

「遊び」を通した総合的な指導 各教科等の目標・内容に沿って選択された教材による授業
主体的・対話的で深い学びの実現

幼児教育と小学校教育の特徴

小学校以上で進められている授業改善の方向性
は、子供それぞれの興味・関心や一人一人の個性
に応じた多様で質の高い学びを引き出す観点から、
幼児教育の 「環境を通して行う教育」の考え方と
つながっている。

◎環境を通して行う教育とは・・・
・「環境」とは、乳幼児を取り巻く環境のことであり、物的な環
境（遊具、用具、素材、本、机・棚、動植物、砂場等）だ
けでなく、先生や友達との関わりを含めた状況全てを指す。
・環境の中に教育的価値を含ませながら、乳幼児が自ら興
味・関心をもって環境に取り組み、試行錯誤を経て、環境へ
のふさわしい関わり方を身に付けていくことを意図した教育。
（乳幼児の環境との主体的な関わりを大切にした教育であ
ることから、乳幼児の視点から見ると、自由感あふれる教育
であると言える。）
・乳幼児が自分から興味・関心をもって、主体的に環境に関
われるように、環境を構成・再構成することが必要。
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補足イメージ①



教育課程の実施と学習評価

児童(生徒)の発達の支援

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実（イメージ）

深い学び

対話的な学び

主体的・対話的で深い学び

主体的な学び

学習指導要領 総則 第３

学習指導要領 総則 第４

学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性
と関連付けながら、見通しを持って粘り強く取り組み、自己
の学習活動を振り返って次につなげる

子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え
方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考えを広げ深める

習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特
質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に
関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成
したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基
に創造したりすることに向かう

平成29,30年改訂

資質・能力の育成

一体的に
充実

これからの学校には……一人
一人の児童(生徒)が、自分
のよさや可能性を認識すると
ともに、あらゆる他者を価値の
ある存在として尊重し、多様な
人々と協働しながら様々な
社会的変化を乗り越え、豊かな
人生を切り拓き、持続可能な社
会の創り手となることができるよ
うにすることが求められる。

協働的な学び

学習内容の確実な定着

必要に応じた
重点的な指導、
指導方法等の工夫

各々の興味・関心・
キャリア形成の方向性等

各々の特性・学習
進度・学習到達度等

一人一人に
応じた学習活動・
学習課題の提供

学習の個性化

学習を深め、広げる

指導の個別化

個別最適な学び（教師視点では「個に応じた指導」）

異なる考え方が組み合わさり
よりよい学びを生み出す

クラスメイト

異学年・他校の子供

地域の人

自
ら
学
習
を
調
整

一人一人の
よい点・可能性

多様な
他者と協働

等
修得主義
の考え方を生かす

履修主義
の考え方を生かす

・個々人の学習状況に応じて学習内容を提供 ・一定の期間における個々人の学習の状況・成果を重視

・集団に対して共通に教育を行う ・一定の期間の中で個々人の多様な成長を包含 学習指導要領 前文

自
ら
学
習
を
調
整

授業改善

授業外の
学習の改善

専門家

※本資料は、「教育課程部会における審議のまとめ」（令和３年１月25日中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会）に基づき、概念を簡略化し図等として整理したものである。

補足イメージ①
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幼児教育と小学校教育との接続の改善に向けた論点（案）
◆全ての幼児教育施設において、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づく幼児教育
の質の向上を図るために、どのような方策が考えられるか。特に、「学びに向かう力・人間性等」のみならず、「知識及び技能の基礎」、
「思考力、判断力、表現力等の基礎」を一体的に育む指導の改善・充実や、個別の知識や技能の習得のみを目的とした指導、特
定の知育プログラム等に従った指導ではなく、自発的な活動としての遊びを通しての総合的な指導による資質・能力の育成に向けて、
どのような方策が考えられるか。
（例）
・幼児教育センター等を活用した幼児教育アドバイザーの派遣や研修の充実による、環境を構成・再構成する具体的手立てについての理解促進
・各地域における、次期要領・指針の趣旨を踏まえた、幼※・小・中・高の一貫性のある教育方針の作成と、地域一体となって幼児教育と小学校教育との
接続に取り組む体制の構築 小学校との縦の繋がりを軸として、幼児教育施設同士の横の繋がりを構築し、教育の質の向上を図る。

◆各地域において、幼児教育と小学校教育との接続の重要性・必要性の理解が促進され、幼児教育施設と小学校とが連携し、幼児
教育の学びと小学校教育の学びとが円滑に接続するために、どのような方策が考えられるか。
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（例）
〇幼児教育の学びと小学校教育の学びの接続のための取組
・合同会議や合同研修、保育・授業の相互参観等を通じた互いの教育への共
通理解（「環境を通して行う教育」と授業改善の方向性の趣旨の一貫性の
理解を含む）の促進とそれに伴う専門性を発揮した教育の互恵的な充実
・園・校が、育みたい資質・能力（期待する子供像）等を共有（「幼児期の
終わりまでに育ってほしい姿」を手掛かりとした話合い含む）し、架け橋期（５
歳児から小学校１年生までに２年間）のカリキュラムを協働して作成
・幼児教育の学びと小学校教育の学びとの繫がりやそれを踏まえた指導の工夫
についての資料等の作成・周知

〇持続可能な連携体制づくりのための取組
・自治体による行政的支援（方針の策定、連携のための会議の設置、園・校
間の調整や助言を行う架け橋期のコーディネーターの育成・配置、マニュアルや
取組事例集等の作成など）
・園・校における組織的・計画的な体制づくり（接続担当に関する業務分掌の
明確化、引継ぎ体制の確保、接続に関わる取組の年間計画への位置付け）

〇その他の取組
・園・校における取組の発信による、保護者の小学校就学への不安解消や幼
児期及び幼保小接続期の教育への理解・協力を促進

補足イメージ⑦

※幼：幼稚園、保育所、認定こども園

＜幼児教育と小学校教育との接続の重要性・必要性＞
・幼児教育施設と小学校とが、互いの教育の良さを理解し、自らの
実践に取り入れたり、学びの連続性を意識した実践を行う等の改
善が図られる。
・スタートカリキュラムの導入・改善も含め、幼児教育施設と小学校と
が共に学びや生活の連続性を意識した取組を行うことで、幼児教
育施設・小学校間の段差の解消が進み、小学校の学習や生活へ
の円滑な移行が促される。

など
（参考： 「幼保小の架け橋プログラム」の成果）
・ 「幼保小の架け橋プログラム」事業の採択自治体においては、その
他の自治体に比べて、接続に取り組んでいる中で改善された小学
校の課題（主体性を発揮する児童の姿の増加、友達と協働的に
関わる児童の姿の増加、登校渋りの児童の減少）を選択する割
合が高かった。
・接続の取組を通して、自身の子供への関わりや指導方法に変化が
あったと回答した学級担任等の割合は、幼児教育施設で約70％、
小学校で約76％であった。



幼児教育と小学校教育との接続の改善に向けた論点（案）
◆幼児教育と小学校教育との円滑な接続を図る具体的方策の一つとして、全ての幼児教育施設と小学校において、育みたい資質・能力（期待
する子供像）等を共有し、「架け橋期のカリキュラム」が協働して作成されるようにするため、どのような方策が考えられるか。

◆また、「架け橋期のカリキュラム」の作成に当たっては、幼児教育と小学校教育との学びの繋がりが子供達の資質・能力の一層の育成に資するよう、
幼児教育と小学校教育のそれぞれの専門性を発揮した教育の互恵的な充実を図ることが重要ではないか。

◆幼児教育施設及び小学校に過度な負担を生じさせないよう留意する必要があるが、そうした観点を踏まえてどのような方策が考えられるか（小学
校の調整授業時数制度における「裁量的な時間」の活用を含む）。また、複数の園と複数の小学校が関係する場合など、生じうる課題への対
応をどのように考えるか。

＜学びの繋がりを踏まえた、幼児教育と小学校教育の互恵的な充実を図る取組のイメージ＞

①幼児教育施設において、幼児の自発的な遊びを通してどのような資質・
能力が育まれているか、幼児の姿を通して見取る。

②①で見取った資質・能力について、小学校の各教科等の学習にどのよう
に生かすことができるかという視点から資料を作成・共有するなどし、
対話を通じ共通理解を図る。

③架け橋期のカリキュラムを幼児教育施設と小学校とで協働して作成。

④架け橋期のカリキュラムを基に、各園・校において、具体的な指導計画
（年、学期、月、週、日などの指導計画）を作成して実践を進める。

【対話する際の共通の教育的視点の例】
・幼児教育・小学校教育のそれぞれの考え方や指導方法等
・育みたい資質・能力（「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、

「学びに向かう力、人間性等」）
・教育の内容（５つの領域、各教科等）
・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

【幼児教育施設】
・遊びを通して一体的に育まれた資質・能力が小学校の各教科等の学習にどのように

繋がるかを捉え直し、５歳児のカリキュラムの充実や環境構成の工夫を考える。
【小学校】
・幼児教育施設において育まれた資質・能力をどのように各教科等の学習に生かせる

かを捉え直し、スタートカリキュラムの工夫や各教科等の指導の充実を考える。

補足イメージ④

補足イメージ②

どのような資質・能力が育まれているかを記載

対話を通して学びの
繋がりを資料化

補足イメージ③

補足イメージ⑤

対
話
の
イ
メ
ー
ジ

各エピソードを整理して
学びの繋がりを資料化

資料を基に対話

共通理解を図った上で、協働して架け橋期のカリキュラムを作成

学びの繋がりを
カリキュラムで示す

補足イメージ⑥
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例３

例１

例３

例２



幼児教育施設と小学校の対話のための資料を基にした対話のイメージ例① 補足イメージ②

※複数園の実践例を用いてイメージを作成

はい。例えば、ある幼児がハート形の吹き口を作ったの
を見て、別の幼児が「ハートのシャボン玉ができるかも」と
言い、それをきっかけに、四角形や星形などにも広がって
いきました。また、大きなシャボン玉が作られているのを
見たことがある幼児が、人が入れるシャボン玉も作れる
のではないかと言い始めました。

入園してからずっと、絵本の読み聞かせをしたり、幼児用の
ミニ図鑑を使って虫や花の名前を調べたりしてきましたから、
絵本や図鑑に自分の知りたいことが載っていることを知って
います。私たちは、幼児の興味に合った図鑑や季節を感じ
られる絵本などを準備しています。

人が入れる大きなシャボン玉を作る方法は、幼児たち
自身で図鑑を使って調べたのですか？

はい。この時は、「人が入れるシャボン玉を作りたい」という
思いをもった数人が、混ぜる分量を調整する必要があるこ
とに気付き、試行錯誤し始めました。「糊を多くしてみよう」
「混ぜる量を変えてみる？」と思い付いたことを言い合いな
がら試していたのですが、次第に洗剤や糊の量を試した経
過が分からなくなった姿が見られました。

また、幼児は、他の遊びをしていた友達にも、楽しかったこ
とや面白かったことを伝えたくなります。何とか伝えようと表
現を工夫したり、質問に答えることで成功した秘訣に気
付いたり、色々な力が育まれています。

小学校では、算数や理科で、量る時に変化させるものと
そうでないものを分かるように表にまとめるなどしていますよ。

写真では計量カップで量を計ったり混ぜる量を変えたり
する姿が見られますが、小学校の算数のかさの学習は
幼児期から始まっているのですね。

洗剤や糊の量を変えて試していたので、何をどのように試
したかが分かるように、ホワイトボードに表にして書き留めて
おいたら、もっと新しい工夫が生まれたかもしれませんね。

なるほど。遊びを通して、ねらいに挙げた姿に向かう過
程で、「言葉による伝え合い」の力も育まれているよう
に思いました。伝え合いという視点は、本校が育成を
目指す「言葉の力」と共通していると言えますね！

〇月〇日幼小合同会議

「シャボン玉遊びを通した学び」

５歳児に進級して３か月経ち、年長児としての自覚も出てきて、
様々な遊びの中で「もっとこんな風にしたい」という思いをもって遊
ぶ姿が見られるようになっています。そこで、保育のねらいを「『こ
うしたい』という思いに向かって、身近な素材や用具を使い、試し
たり工夫したりしながら遊ぶ楽しさを味わう」としました。

前年の５歳児が小学生との交流活動でシャボン玉づくりをしていたことを思い
出した幼児が、シャボン玉を作りたいと言いました。「１つ上のお兄さん、お姉さん
みたいに」という憧れの気持ちからシャボン玉づくりをすることは、ねらいに向かうことに
繋がるのではないかと考え、シャボン玉遊びができるよう、準備をしました。

幼児たちは、四角形や三角形、
星型、ハート型の吹き口にすれ
ば、その形のシャボン玉ができる
と予想したようです。やってみると、
どの吹き口でも丸いシャボン玉に
なり、残念がったり不思議がった
りする姿が見られました。

大きくなっても割れない
シャボン玉を作ろうと、考
えを出し合いながら洗
剤・糊・水の混ぜる分量
を試行錯誤しました。

こうしたいと思ってこんなことを考えた、やっ
てみた、その結果どうだったのかを伝え合
いました。自分のしたことを振り返り、言葉
で表そうとすることを積み重ねていきます。

シャボン玉の中に入れるか、協力して
巨大シャボン玉づくりに挑戦しました。
大きな輪の持ち上げに全身を使って、
ゆっくりにしたり早くしたりしていました。

図鑑などを読んだ
り友達に読んでも
らったりしながら試
しています。

◆本日の議題：遊びを通して育まれる資質・能力について 幼児教育施設 小学校
資料には「楽しさを味わう」とありますが、「楽しい」が
ねらいになるのですね。

なるほど。楽しいからこそ、幼児たちは気付いたり考え
たりするんですね。小学校でも大切にしたいことですね。
具体的には、どのような指導をしているのですか？

幼児の「やってみたい」という思いから遊びが始まり、幼
児が自ら試したり工夫したりできるよう、場所や素材、
用具などの環境を用意しています。

今回は、シャボン玉を作ろうとしていた幼児たちと一緒に、
シャボン玉ができやすく、自分たちで形を変えたりできる扱い
やすい素材として、モールを用意しました。そうすることで、幼
児は「こうやったらどうなるかな」「今度はこうしてみよう」と、自ら
試したり工夫したりすることを面白がるようになっていきます。

幼児教育では、自ら素材を扱いながらその特性に
気付いたり、「こうしたい」という目的に向かって試行
錯誤したりしているのですね。

はい。幼児たちは、楽しいから、「やってみたい！」「なんで
だろう？」「こうしたらどうなるかな？」と思って、どんどん遊
びこんでいきます。その中で、素材や用具の特徴に気付
いたり、新しい考えを思い付いたりするなど、資質・能力
を育んでいきます。
このため、遊びの中にある色々な「楽しさを味わう」こと
をねらいとしています。

幼児は、一人一人の興味・関心によって様々な遊び
をしながら、あちこちに思いを巡らせています。今回も、
シャボン玉の吹き口作りから、モールを使った指輪などの
アクセサリー作りにも遊びが広がっていきました。 6



私たち先生による適切な援助が必要だと思います。
例えば、人が入れるシャボン玉づくりをしていた幼児たちが、
「あと少しで成功できそうだったから、明日もやりたい」と話して
いたので、先生が「さっきはどうして成功しなかったと思う？」と
尋ねたところ、輪を持ち上げる時に、輪の中の幼児の体に触
れてしまったからではないか、と思い起こして話していました。
幼児たちはシャボン玉が割れた理由を「多分こうだろう」と感じ
ていて、先生から尋ねられて答えているうちに、「きっとこうだろ
う」と考えがまとまっていったのだと思います。

実感を伴って獲得した言葉は、小学校で言葉を
用いて考えたり表現したりする上でも、とても重要だ
と思います。

資料には、大きくなっても割れないシャボン玉を作ろう
と、考えを出し合いながら試行錯誤した、とあります
が、その過程でどのようなやり取りがあったのですか？

人が入れるシャボン玉を作ろうとしていた幼児たちは
「ゆっくり持ち上げて」「まっすぐ立ってて」など、状態や動
作を表す言葉を使って、相手に説明していました。遊
ぶ中で「ゆっくり」「まっすぐ」といった言葉が表す状態や
動作についての感覚を、身体でつかむことが大切だと
思います。

「割れないシャボン玉を作りたい」という共通の目的
をもつことで、友達と一緒に取り組もうとする気持ち
が高まっていったんですね。こうしたことが豊かな伝え
合いにつながっていくのは小学校も同じです。私も
児童たちが共通の目的をもてるように、授業の導
入を工夫したりしています。

園でも、学級のみんなが集まって、楽しかったことや困った
こと、明日は何をしたいかなどを話す時間があります。

遊びの中で「こうしたい」という目的に向かって友達と一緒
に試行錯誤するところでは、言葉による伝え合いが自然
に行われているのですね。他に、どのような場面で伝え合
いが見られますか？

幼児たちは、図鑑の挿絵を指差したり説明を読んだ
りしながら、全ての材料が準備できているかを声を揃
えて確かめていました。

その日、自分がしていた遊びが楽しかったら、みんなにその
楽しさを伝えたくなりますね。また、分かったことや気付いた
ことなども、知らせたくなるでしょう。みんなに自分の考えを
聞いてもらう、分かってもらう場があるというのは大事なこと
ですね。そうした伝え合いは、幼児同士だけでうまくやれる
のですか？試行錯誤を繰り返す過程では、「すぐに割れてしまう

のは洗剤が足りないのかも」と自分なりの考えを伝え
る幼児がいました。それを聞いて「うん、そうだね」と同
意する幼児もいれば、「違うよ、水が多いんだよ。だっ
て水が多いと、石鹸の泡もなくなるでしょ」と友達とは
違う考えを話す幼児もいました。

大きなシャボン玉を成功させたいという思いがあるの
で、伝え合いも活発になりますね。「だって、こうだか
らこうだ」のように、理由を述べる姿からは、過去の
体験からヒントを得ながら考えていることが感じ取れ
ます。幼児期に考えたり伝え合ったりする芽が見ら
れるのですね。

※複数園の実践例を用いてイメージを作成

そうした援助は小学生の話し合いでも重要なので、私も
色々と工夫しています。

他にも、幼児なりに友達に伝えようとしていることを基にして、
聞いている幼児にも分かるように言葉を足したり言い換えたり、
具体的にイメージしやすいように実物や写真を見せたりして、
「伝わった」と実感できるような援助をしています。

〇月〇日幼小合同会議

「シャボン玉遊びを通した学び」

５歳児に進級して３か月経ち、年長児としての自覚も出てきて、
様々な遊びの中で「もっとこんな風にしたい」という思いをもって遊
ぶ姿が見られるようになっています。そこで、保育のねらいを「『こ
うしたい』という思いに向かって、身近な素材や用具を使い、試し
たり工夫したりしながら遊ぶ楽しさを味わう」としました。

前年の５歳児が小学生との交流活動でシャボン玉づくりをしていたことを思い
出した幼児が、シャボン玉を作りたいと言いました。「１つ上のお兄さん、お姉さん
みたいに」という憧れの気持ちからシャボン玉づくりをすることは、ねらいに向かうことに
繋がるのではないかと考え、シャボン玉遊びができるよう、準備をしました。

幼児たちは、四角形や三角形、
星型、ハート型の吹き口にすれ
ば、その形のシャボン玉ができる
と予想したようです。やってみると、
どの吹き口でも丸いシャボン玉に
なり、残念がったり不思議がった
りする姿が見られました。

大きくなっても割れない
シャボン玉を作ろうと、考
えを出し合いながら洗
剤・糊・水の混ぜる分量
を試行錯誤しました。

こうしたいと思ってこんなことを考えた、やっ
てみた、その結果どうだったのかを伝え合
いました。自分のしたことを振り返り、言葉
で表そうとすることを積み重ねていきます。

シャボン玉の中に入れるか、協力して
巨大シャボン玉づくりに挑戦しました。
大きな輪の持ち上げに全身を使って、
ゆっくりにしたり早くしたりしていました。

図鑑などを読んだ
り友達に読んでも
らったりしながら試
しています。

◆本日の議題：共通の教育的視点「言葉による伝え合い」について

具体的にどのような問い掛けや言葉掛けをしているのか、
ぜひ教えてください。

幼児教育施設と小学校の対話のための資料を基にした対話のイメージ例② 補足イメージ②

幼児教育施設 小学校

7



補足イメージ③幼児教育施設と小学校の対話のための資料（イメージ例）①
幼児教育と小学校教育の学びの繋がりについて、幼児教育施設の先生と小学校の先生が対話しながら作成した資料
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【出典】平成28年度国立教育政策研究所研究指定校校種間連携京都市立伏見住吉幼稚園・京都市立伏見住吉小学校研究発表会資料を基に作成

補足イメージ④幼児教育施設と小学校の対話のための資料（イメージ例）③（その１）
代表エピソード（３歳児）：「電車の荷台に２個ずつ泥だんごを乗せたい」
〔背景や教師の願い〕
電車などの乗り物が好きな子供が多く、教師は好きなものに思いをもちながら遊ぶこと
を楽しんでほしいと願い共に遊ぶようにしていた。Ｅ児、Ｋ児は砂場にある木製の電車
のおもちゃに興味を持ち、長くつなげることや友達とつなげた長さを比べることや「連結し
た！」と言って１本の長い電車を作ることなどを楽しみ、いろいろなことを試しながら遊ぶ
姿があった。
一方、保育室の前で私（教師）と女児数名で、大きいものや子供の手のひらぐらい
の泥だんごを作って遊んでいた。保育室の前で作って遊ぶことでいつでも他児が参加で
きたり、すぐに手が洗えたりするので、安心して遊べていた。すると、Ｅ児とＫ児が「ガタン
ゴトーン」と木製の電車を走らせ、こちらに来て、私から作った泥だんごをもらい、荷物台
のところに乗せ走らせることを楽しみ始めた。その日の、片付け時にはもらった泥だんごを
大事に置いておき、次の日もその泥だんごを木製の電車に乗せて遊ぶ姿があった。

〔数的な学びの芽生えの姿を取り出したエピソード〕
先日楽しかった遊びを思い出し、私（教師）に「先生。今日もおだんご電車したいし、
作って！」と言ってきた。その気持ちを受け止め、「分かった！また、はな組の部屋の前で
おだんご駅して待ってるわ！」と答えた。私は女児たちと一緒に泥だんごづくりを楽しみ、
先日の木製の電車の遊びの姿から子供が持ちやすい大きさが荷物台に乗せやすいの
ではないかと思い、全部同じぐらいの大きさで泥だんごを作っていた。すると、連結が外れ
ないように見ながら、ゆっくりと木製の電車を走らせたＥ児とＫ児がやってきた。
Ｋ児が「おだんごくださーい！」と私に言ってきた。「はーい。できましたよー！ここは
おだんご駅です！」と言うと停車した。Ｅ児は荷物台のところにできた泥だんごを入れ「こ
こほら、2つずつ入る」と言い、2つずつ積み始めた。「ほんまやなー！」と私が共感すると、
Ｋ児も「Ｋちゃんも2つずつ入れるー」と言って積み始めた。2人とも長い電車であったた
め、つくった泥だんごはすぐになくなった。Ｅ児とＫ児が「もっと作って」と言ったので、また作
り始めた。できた泥だんごをすぐに積み2人で分け合っていた。Ｅ児が「あ。あと1つ。ここ
ほら！」と荷物台の空いているところを指さして私に言ったので、1つ作って渡すと、Ｅ児
は最後の1つを乗せた。すると、指さして「１、２、３、…１５！」と泥だんごの数を数え
た。本当の数とは一致していなかったが、たくさんあることを感じたのか嬉しそうに電車を
出発させた。K児の後ろを追いかけながらE児も電車を走らせ後ろにつながったときには、
「連結した！」と言ったり、横に並んだときには「どっちが長い？」と比べたり、おだんごを乗
せていることが嬉しかったのか、「ふふふん。おだんごいっぱいやなー」と言い合ったりなどし
ながら走らせては、その後も繰り返しおだんご駅のところへ来て、停車したりすることを楽
しんだ。

〔考察〕
・E児とK児は木の電車を長くつなげて遊ぶことを楽しんでいた。それだけで
も十分楽しんでいたが、他の遊びとつながることで、E児とK児はより遊びを
面白くしようとした。
・また荷物台のところに泥だんごを乗せるときには、実際に様々な大きさの
泥だんごを乗せてみたり、泥だんごの大きさと荷物台の空間を感じたりする
ことで、２個ずつ乗せられることに気が付いた。そして、同じ大きさの泥だん
ごを作ったことで２個ずつ入れることを規則にしていた。目で追ったり指さし
をしたりして全荷物台に乗っていることを確認し、視覚的に１つ足りないと
感じたE児は、あと１つ入れることで、全部の荷物台に泥だんごを入れら
れたことを嬉しく感じていた。遊びの中での実現したい思いから、足りなかっ
たら不足分を足すことを経験できた。またE児、K児は共に長い電車を作
りたい思いをもって遊んでいたので、全荷物台に泥だんごを乗せたいと思い、
より数に関心をもてたのではないか。（数への興味・関心）（気付く）
（比べる）
・３歳児の発達段階では、数が多いとものと数を完全に一致させて数える
ことはできていなくても、数えることで、たくさん泥だんごがあることを感じてい
た。自分の願いを実現させたい思いから、数に興味を感じ、気付き、操作
する経験を幼稚園生活ではたくさんしている。このことによって、様々な感
覚が豊かになっていくのであろうと思った。

〔環境構成のポイント〕
・自分たちの保育室からは少し離れたところに砂場があるので、保育室の
前で泥だんごづくりの環境を作った。教師のところにも行きやすいことや
「やってみたい！」と思ったときにいつでもすることができ、子供たちにとっても
安心感があった場所であったと思う。（安心安定の環境）

〔教師の援助のポイント〕
・遊びがつながってきて繰り返し遊ぶことでより楽しむようになってきた。少し
ずつ、場所を変化させたり、面白く思っていること（おだんごの大きさ）を
継続させたりできるように援助をしていく。

〔エピソードから見られた数的な学びの芽生えキーワード〕
荷台に２個ずつ入れる（規則性）泥だんごの個数を数える。
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【出典】平成28年度国立教育政策研究所研究指定校校種間連携京都市立伏見住吉幼稚園・京都市立伏見住吉小学校研究発表会資料より抜粋

幼児教育施設において、幼児の遊びの中で見られた数的学びの姿に関するエピソードを小学校の視点で表にまとめたもの。

補足イメージ⑤幼児教育施設と小学校の対話のための資料（イメージ例） ③ （その２）
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「幼保小の架け橋プログラム」の推進について①

地域における体制のイメージ

地域の全関係機関の参画による「幼保小の架け橋期のカリキュラム」の
作成、実施、評価、改善

自治体における取組

架け橋期のカリキュラム開発会議

• 幼稚園、保育所、認定こども園、小学校
• 教育委員会、子育て担当部局
• 教員等養成や研修に関わる大学や専門学校
• 幼保小の関係団体 ・保護者や地域の関係者
• 架け橋期のコーディネーター、幼児教育アドバイザー、有識者 等

• 架け橋期のカリキュラムの作成
• カリキュラムの実施に必要となる研修
• 持続的・発展的な架け橋期のカリキュラムに必要な支援
• 国による架け橋期の教育の質保障の枠組みからの助言や各園・小学校
の実践の検証結果を踏まえ改善 等

構
成
員

取
組
内
容

各幼児教育施設・小学校における架け橋期のカリキュラムを踏まえた
教育課程の編成・指導計画の作成、実施、評価、改善

幼保小の円滑な接続に向けた助言を行う架け橋期のコーディネーター等
の派遣など、持続的・発展的に実施する組織体制の構築

幼保小の架け橋期（５歳児から小学校１年生までの２年間）の教育の充実を図るため、0歳から18歳の発達や学びの連続性
を踏まえ、5歳児のカリキュラムと小学校1年生のカリキュラムを一体的に捉え、地域の幼児教育と小学校教育の関係者が連携・協
働して、カリキュラム・教育方法の充実・改善を促進し、域内の全ての子供に学びや生活の基盤を育むことを目指す取組。

幼保小の先生が、相互の教育内容や教育方法の充実を図るため、共通の教育的視点を基に、
協働して作成する架け橋期(5歳児から小学校1年生までの2年間)のカリキュラム。

※文部科学省において、令和4年3月に、「幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き」と「参考資料」を作成

架け橋期のカリキュラム

小学校家庭 地域

設置者や施設類型を問わず、家庭や地域の状況に関わらず、
全ての子供に格差なく質の高い学びを保障

幼児教育と小学校教育の円滑な接続
幼保小の相互理解、連携・協働

幼稚園 認定
こども園 保育所

子供に関わる全ての関係者が
立場を越えて連携・協働

保護者や地域住民の参画
社会に開かれたカリキュラム

地域一体で幼児教育の
質を高め合う体制作り

0歳～18歳の学びの連続性
教育の連続性・一貫性の確保

架け橋期の
コーディネーター

幼児教育
アドバイザー

架け橋期のコーディネーター
兼 幼児教育アドバイザー

教育委員会

幼児教育センター

保健・福祉
担当部局

幼保小の架け橋プログラム

“架け橋期のカリキュラム”
の作成・実施・評価・改善等を通して

地域で一体となって幼児教育施設と小学
校の接続を進めるためには、教育委員会が
主導的な役割を発揮することが必要。

【参考】
幼保小の架け橋プログラムの
実施に向けての手引き 等

３歳児

４歳児

小学校1年生

小学校2年生

５歳児

教育の
連続性・一貫性

の確保

架け橋期

…
…

補足イメージ⑦
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幼児教育推進体制等を活用した幼保小の架け橋プログラム促進事業 R7年度～

「幼保小の架け橋プログラム」の推進について②
地域における「幼保小の架け橋プログラム」実践・成果の検証 R4～R6年度

モデル地域の成果検証モデル地域(19自治体)における先進事例の実践

中央教育審議会初等中等教育分科会「幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員
会」における議論を踏まえ、19自治体をモデル地域として採択し、取組を実施。

研究機関による実地調査やヒアリング、アンケート等の客観的な調査を通じて、モデル
地域における「幼保小の架け橋プログラム」の取組状況やその成果を検証。

• 教育委員会が先導して、域内の幼児教育施設・小学校と協議しながらモデルカ
リキュラムを策定

• 小学校区を目安に幼児教
育施設と小学校のグループを
つくり、架け橋期のカリキュラム
を作成するための協議の場を
設定 等

取組内容 幼保小の架け橋プログラムの成果

開発会議で作成する
“架け橋期のカリキュラム”

のイメージ

幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上を図るため、自治体における
幼児教育センター等の幼児教育推進体制等を活用した、架け橋期のコー
ディネーター等の育成・派遣を推進すること等により、5歳児から小学校1年
生までの架け橋期のカリキュラムの作成･実施・評価・改善を行うための体
制を構築し、全国規模で「幼保小の架け橋プログラム」の更なる促進を図る。

小学校との接続・連携に係る支援（小学校接続加算）

実施
主体

都道府県
市区町村

補助率 1/2
一部1/3

補助対象
経費

幼児教育アドバイザーや架け橋期のコー
ディネータ等の派遣・育成に必要な経費、
架け橋期のカリキュラム開発会議等の開
催に必要な経費、公開保育・研修等の
実施に必要な経費 等

子ども・子育て支援制度においては、子供の発達や学びの連続性を確保して、小学校への円滑な接続を図る
ため、交流活動等を通じて小学校との連携・接続に係る取組を行う幼稚園・保育所・認定こども園に対する支
援を行っており、架け橋期の教育の更なる充実を図るため、令和６年度から「小学校と協働して、５歳児から
小学校１年生の２年間のカリキュラムを編成・実施（小学校との継続的な協議会の開催等により具体的
な編成に着手していると認められる場合も含む）」の取組等を行う施設への加算額を317,130円に増額。

(令和６年10月30日 事務連絡)
「幼児教育施設及び小学校における
架け橋期の教育の充実について」

【参考】

【参考】
本事業採択自治体
の成果報告資料等

主体性を発揮する
児童の姿の増加
円滑な学級経営

(学校生活)のスタート

登校渋りの児童の減少

児童同士のトラブルの軽減

友達と協働的に関わる
児童の姿の増加

保護者からの苦情の軽減

児童の学力向上
出典：幼保小の架け橋プログラムのモデル地域における成果に係る調査研究

本事業の採択自治体（32） その他の自治体（616）

※各自治体において幼保小の接続の取り組みを進めている中、採択自治体において
は、幼保小の架け橋プログラムの手引きに基づき、架け橋期(5歳児から小学校１
年生)のカリキュラムの作成、実施、評価・改善に重点を置き、取組を実施
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総人口 5,093,983人
施設数（幼：322保：779 認：335）

（247／1436）
◎道事業２指定地域において「わがま
ち版プログラム」を開発し、その成果
と課題を基に全道版プログラムを策定。
成果報告書 参考資料等

北海道 ★
総人口 67,596人
施設数（幼：１保：21認：８）

（５／30）
◎「ふるさとキャリア教育」に
位置付け、行政の「コアチー
ム」を中心に、３モデル地域の
取組を段階的に全市展開。
成果報告書 参考資料等

大館市

総人口 5,376人
施設数（保：１（公立））
◎町内唯一の公立園小中におい
て、特産物の栽培活動を柱とし
た保小中連携（一貫）教育を町
を挙げて推進。
成果報告書 参考資料等

西会津町
総人口 352,740人
施設数（幼：21保：61 認：10）

（20／92）
◎市独自の指定研究を活かし初
年度は幼児教育の充実に重点化、
２年目に小学校との連携・接続
へと段階的に推進。
成果報告書 参考資料等

川越市

総人口 1,402,084人
施設数（幼：107保：204 認：138）

（196／449）
◎県事業におけるモデル地域に県版カ
リキュラム枠を提示、園・校が実践し
「ぐるぐるシート」で振り返りながら
カリキュラムを改善。
成果報告書 参考資料等

滋賀県 ★

総人口 1,273,967人
施設数（幼：150保：269 認：37）

（129／456）
◎「幼児教育・保育長期研修生」の
派遣園及び所属校を協力園・校に指
定、研修生を中心にカリキュラムを
作成。
成果報告書 参考資料等

山口県 ★

総人口 18,917人
施設数（幼：３保：７認：０）

（４／10）
◎県の「幼児教育施設派遣研修」
参加の小学校教員を核に、県の幼
児教育スーパーバイザーの支援を
受けカリキュラムを開発。
成果報告書 参考資料等

竹田市

総人口 139,883人
施設数（幼：７保：29 認：４）

（５／40）
◎子供施策の教育委員会一元化の体
制下にて、モデル地域でのカリキュ
ラム開発と共に小学校個別訪問で連
携方策を具体的に検討。
成果報告書 参考資料等

箕面市 ★

総人口 2,723,612人
施設数（幼：170保：522 認：175）

（305／867）
◎小学校教員対象の保育体験研修等を充
実させつつ、年度ごとに異なる市町を指
定、県内全域に取組を拡大。
成果報告書 参考資料等

広島県 ★

総人口 6,374人
施設数（保：６認：１）

（２／７）
◎「０歳児からの人づくりプログラ
ム」の一環として、学校魅力化コー
ディネーターや幼児教育コーディ
ネーター等が中心となり推進。
成果報告書 参考資料等

津和野町
総人口 3,764,821人
施設数（幼：220保：1,511 認：67）

（58／1,798）
◎大都市ならではの多様性と幼保小連
携の歴史を活かし、園・校自らカリ
キュラムを見直し改善するためのツー
ルを開発。
成果報告書 参考資料等

横浜市

総人口
施設数（幼：幼稚園数 保： 保育所数

認：幼保連携・地方裁量型認定こども園数)
（国公立施設数／全体施設数）
※令和７年３月成果概要より

◎特色
成果報告書 参考資料等

自治体名 タップすると3か年の
成果概要にリンクします。

タップすると成果報告書や
架け橋期のカリキュラム等
の参考資料にリンクします。

★は幼児教育センター有（令和７年3月時点）

総人口 664,445人
施設数（幼：31保：220 認：22）

（133／273）
◎複数の幼児教育施設から小学校
１校に入学する中核市の１小学校
区をモデル地域とし、県市が協働
して重点的に取組を推進。
成果報告書 参考資料等

高知県 ★

総人口 87,894人
施設数（幼：９保：13 認：12）

（13／34）
◎幼小中一貫教育を幼児教育に重点
を置き推進、市内４つの「学園」
（中学校区）の全園・校で「架け橋
期のカリキュラム」を実践。
成果報告書 参考資料等

袋井市 ★

総人口 115,115人
施設数（幼：４保：９認：13）

（３／26）
◎「中学校区学園化構想」の下、
学びをつなぐ「ジョイント活動」
で相互理解を促進し、接続を推進。
成果報告書 参考資料等

掛川市

総人口 1,437,377人
施設数（幼：100保：222 認：66）

（29／388）
◎連携実績のある３研究ブロックに
おいて、架け橋期のコーディネー
ター等の支援の下、地域特性を生か
した先進的取組を展開。
成果報告書 参考資料等

京都市 ★

総人口 392,059人
施設数（幼：19保：48 認：11）

（13／78）
◎小学校敷地内の園を核としたモデ
ル地域にて、市で育みたい資質・能
力を見取る「クローバー図」を開発、
全小学校区で活用。
成果報告書 参考資料等

枚方市

総人口 30,569人
施設数（幼：２保：８）

（６／10）
◎「開発会議」の下に市校長会が中心
となり実務を担う「運営会議」を設置、
中学校区３ブロックで取組を推進。
成果報告書 参考資料等

白石市

総人口 1,917,872人
施設数（幼：139保：326 認：88）

（264／553）
◎県の幼児教育アクションプランを
基に、県内５つの教育事務所が核と
なり、各地区の実態に合った取組を
推進。
成果報告書 参考資料等

岐阜県
総人口 418,381人
施設数（幼：37保：133 認：39）

（56／209）
◎「子どもの学びトークシート」
等を開発・活用し、指定３小学校
区で対話を重視しながら実態に即
したカリキュラムを作成。
成果報告書 参考資料等

高松市
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https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/1258019_00014.htm
https://www.mext.go.jp/content/20250526-mxt_youji-000023526_8.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20250610-mxt_youji-000023526_2.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/1258019_00008.htm
https://www.mext.go.jp/content/20250526-mxt_youji-000023526_2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20250610-mxt_youji-000023526_18.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/1258019_00023.htm
https://www.mext.go.jp/content/20250526-mxt_youji-000023526_18.pdf


 自治体が主導して、幼児教育施設と小学校の架け橋期のカリキュラム作成を支援することで、子供が円滑に学
びを継続できる仕組みが整った。

 自治体が開発した教材や架け橋期のカリキュラム例の提示を受けて、実際に園・校で架け橋期のカリキュラム
を具体化する取組が広がった。

 幼児教育施設・小学校等と自治体（教育委員会、児童福祉部局等）が継続的な連携体制を築いたことで、教職
員間の交流が進んだ。

 計画・実践・評価・改善のプロセスを構築し、教育の継続的な改善が進められるようになった。
 自治体ごとに特色ある接続モデルを開発することで、地域課題に即した柔軟な教育の実施が可能になった。

自治体における成果

◆ 小学校の教育内容や実際の授業の様子等を理解し、
小学校の学習や生活を見通した保育が行われるように
なった。

◆ ５歳児が小学校の環境に触れる機会が増え、子供自
身の小学校就学への心構えを促すとともに、園での活
動が小学校の学習や生活との連続性を意識して展開さ
れるようになった。

◆ 幼児教育の「環境を通して行う教育」や「遊びを通
しての総合的な指導」の考え方が取り入れられ、小学
校第１学年における子供への関わりや指導方法が見直
されるきっかけとなった。

◆ 各教科等で、幼児期からの学びの連続性を意識した
授業づくりが行われるようになり、子供の発達や興味
・関心を尊重した柔軟な指導が促進された。

 幼児教育施設と小学校において、架け橋期のカリキュラムを協働で作成する過程を通して、共通の教育的視点を
基にしたカリキュラムベースでの話合いが可能となり、互いの教育理解が深まり、学びの連続性を意識した保育・
授業が可能になった。

幼児教育施設・小学校における成果

小学校幼児教育施設

幼保小の架け橋プログラムの成果
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※幼保小の架け橋プログラム事業の採択自治体（６道県13市町）の道県において
は、道県の回答及び連携市町からの回答を「採択自治体」として集計している。

Q．幼保小の接続に取り組んでいる中で、改善された小学校（学級）の
課題があれば、当てはまるものを選択してください。（当てはまる
ものを全て選択）

【改善された小学校の課題（令和６年度）】

81.3%

84.4%

59.4%

53.1%

12.5%

12.5%

0.0%

25.5%

56.7%

15.6%

12.0%

5.5%

3.4%

2.6%

主体性を発揮する児童

の姿の増加

円滑な学級経営（学校

生活）のスタート

友達と協働的に関わる

児童の姿の増加

登校渋りの児童の減少

児童同士のトラブル

の軽減

保護者からの苦情

の軽減

児童の学力向上

本事業の採択自治体（32）

その他の自治体（616）

～幼保小の架け橋プログラム事業におけるアンケート調査結果より～

〇 幼保小接続の取組を通じて、幼児教育施設と小学校の双方において
様々な点で改善が進み、子供たちの学習や生活の基盤の育成につな
がったことが示されていた。

〇 小学校との交流活動を通じて、５歳児の小学校入学に対する期待
感が高まり不安が軽減されたことや、小学校1年生になった後も幼児期
の学びを生かした授業が展開されるようになったこと等を通じて、幼児教
育施設と小学校間の段差の解消が進み、小学校の学習や生活への円
滑な移行が促されたことが示されていた。

【幼児教育施設の記述の主な内容】
・子供の主体性や考える力等を育む活動や言葉掛けを行うようになった
・小学校入学後の姿を踏まえて５歳児の保育を計画するようになった、小
学校との接続を意識しながら指導や振り返りを行うようになった
・子供同士の交流を通じて、子供が小学校の学習や生活に期待をもてる
ようにした・もてるようになった

【小学校の記述の主な内容】
・「遊び」を取り入れた学習活動や園での子供との関わり方や指導方法を
意識して授業改善を図った、園での経験を振り返ってから学習活動に
入ったり、園で行っていた活動を取り入れたりするようになった
・園での経験を尋ねたり、子供が活動を選択できるようにしたりする等、子
供の主体性や興味・関心を尊重して活動を行うようになった、子供の主
体性を大切にするために、子供の発言や気付き、特性、それまでの経験
などを重視するようになった
・幼児期の経験や学びを把握し、それらを踏まえてスタートカリキュラムの見
直しを行った

＜自由記述の分析（令和４～６年度）＞

幼保小の架け橋プログラムの成果

Q．今年度の幼保小の接続の取組を通して、貴園・貴校の先生による
／ご自身の子どもへの関わりや指導方法には、どのような変化があ
りましたか？ （自由記述）
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〇 一人一人の児童の実態や興味・関心に合わせた指導、児童の幼児教育施設での経験を意識し、できるようになったこと・まだできないこと
を考慮した指導、児童が安心して活動できる教室環境や授業構成など、幼児教育の考え方を参考にした指導への変化を回答する割合が増えた。

〇 幼児教育施設においては、小学校教育を見通し、人前で自分の意見や気持ちを話す機会の設定や、小学校進学への興味や期待を膨らませ
る指導、子供自身が時間を意識できるような働きかけなど、小学校の生活や学びへの接続に向けた指導への変化を回答する割合が増えた。

Q．今年度の幼保小の接続の取組を通して、貴園・貴校の先生による／ご自身の子どもへの関わりや指導方法に変化はありましたか。

● 幼児教育施設（令和６年度）

● 小学校（令和６年度）

12.0 57.7 21.0 7.5 
1.7 

0.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【学級担任等】

とても変化があった やや変化があった
どちらともいえない あまり変化がなかった
まったく変化がなかった 不明

11.4 45.3 27.5 12.6 2.6 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【管理職】

とても変化があった やや変化があった
どちらともいえない あまり変化がなかった
まったく変化がなかった 不明

20.1 55.6 17.2 6.9 0.2 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【学級担任】

とても変化があった やや変化があった
どちらともいえない あまり変化がなかった
まったく変化がなかった 不明

14.3 54.9 23.5 6.6 0.7 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【管理職】

とても変化があった やや変化があった
どちらともいえない あまり変化がなかった
まったく変化がなかった 不明
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※1 母数：
・8,007幼稚園（公立：2,494園、私立：5,513園）
・6,673幼保連携型認定こども園（公立：945園、私立：5,728園）

※2 グラフ中の（ ）内は園数

幼 稚 園 幼保連携型認定こども園
■ステップ０：

連携の予定・計画がまだ無い。（無回答含む）

■ステップ１：
連携・接続に着手したいが、まだ検討中である。

■ステップ２：
年数回の授業、行事、研究会などの交流があるが、
接続を見通した教育課程の編成・実施は行われて
いない。

■ステップ３：
授業、行事、研究会などの交流が充実し、接続を
見通した教育課程の編成・実施が行われている。

■ステップ４：
接続を見通して編成・実施された教育課程について、
実施結果を踏まえ、更によりよいものとなるよう検討
が行われている。

ステップ０
12.2%（973）

ステップ１
14.4%（1,157）

ステップ２
48.6%（3,895）

ステップ３
18.2%（1,455）

ステップ４
6.6%（527）

ステップ０
10.5%（703）

ステップ１
14.0%（934）

ステップ２
43.0%（2,872）

ステップ３
24.2%（1,614）

ステップ４
8.2%（550）

出典：令和５年度幼児教育実態調査小学校との接続の状況（幼稚園、認定こども園）

○ 幼稚園においては、接続を見通した教育課程の編成・実施が行われている（ステップ３・４）割合は24.8%であった。
○ 幼保連携型認定こども園においては、接続を見通した教育課程の編成・実施が行われている（ステップ３・４）割合は

32.4%であった。
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幼 稚 園

ア：小学校との連携・接続の担当に関する業務分掌を明確にすること

イ：園児と小学校の児童との交流活動

ウ：幼稚園教諭と小学校の教職員との合同研修会や研究会の開催

エ：幼稚園教諭と小学校の授業参観

オ：小学校の教職員による園の保育参観

カ：小学校教育との接続を意識した教育課程の編成や指導計画の作成

キ：小学校と協同して、接続を意識したカリキュラムを編成・実施

ク：その他

ケ：小学校との連携の取組を実施していない

※1 母数：8,007幼稚園（公立：2,494園、私立：5,513園）
※2 グラフ中の（ ）内は園数
※3 複数回答

52.6%（1,313）

79.5%（1,982）

67.4%（1,682）

74.3%（1,853）

60.3%（1,504）

47.1%（1,175）

18.7%（466）

11.3%（283）

1.0%（25）

31.2%（1,722）

47.2%（2,604）

30.5%（1,681）

40.0%（2,204）

25.4%（1,400）

30.4%（1,674）

8.4%（464）

11.2%（618）

14.9%（824）

37.9%（3,035）

57.3%（4,586）

42.0%（3,363）

50.7%（4,057）

36.3%（2,904）

35.6%（2,849）

11.6%（930）

11.3%（901）

10.6%（849）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

公立幼稚園

私立幼稚園

幼稚園全体

出典：令和５年度幼児教育実態調査小学校との連携の取組状況（幼稚園）
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保 育 所

小学校との連携の取組状況（保育所）

１ 小学校との連携・接続の担当に関する業務分掌を明確にすること

２ こどもと小学校の児童との交流活動

３ 保育士と小学校の教職員との合同研修会や研究会の開催

４ 保育士による小学校の授業参観

５ 小学校の教職員による園の保育参観

６ 小学校教育との接続を意識した全体的な計画や指導計画の作成

７ 小学校と協同して、接続を意識したカリキュラムを編成・実施

８ その他（ ）

９ 小学校との連携の取組を実施していない

5.9%(821)

7.2%(1,001)

24.8%(3,461)

39.3%(5,495)

40.3%(5,632)

57.1%(7,988）

44.8%(6,265)

68.6%(9,592)

26.8%(3,741)

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

9

8

7

6

5

4

3

2

1

※1 母数：13,983（公設公営4,994、公設民営1,375、民設民営7,614）
※2 グラフ中の（ ）内は園数
※3 複数回答

出典：令和６年度保育所・認定こども園に関する保育の内容等に関する実態調査
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小学校との連携の取組状況（認定こども園）

認定こども園

１ 小学校との連携・接続の担当に関する業務分掌を明確にすること

２ 園児と小学校の児童との交流活動

３ 保育教諭と小学校の教職員との合同研修会や研究会の開催

４ 保育教諭による小学校の授業参観

５ 小学校の教職員による園の保育参観

６ 小学校教育との接続を意識した全体的な計画や指導計画の作成

７ 小学校と協同して、接続を意識したカリキュラムを編成・実施

８ その他（ ）

９ 小学校との連携の取組を実施していない

2.2%(138)

4.0%(248)

30.0%(1,851)

46.7%(2,885)

54.0%(3,332)

68.8%(4,244)

48.0%(2,965)

78.5%(4,843)

37.2%(2,296)

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

9

8

7

6

5

4

3

2

1

※1 母数：6,172（幼保連携型5,002、保育所型1,108、地方裁量型62）
※2 グラフ中の（ ）内は園数
※3 複数回答

出典：令和６年度保育所・認定こども園に関する保育の内容等に関する実態調査
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※1 母数：8,007幼稚園（公立：2,494園、私立：5,513園）
※2 グラフ中の（ ）内は園数
※3 複数回答

幼 稚 園

ア：指導要録を電子化して小学校へ送付

イ：「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を活用し、
        小学校へ入学する幼児の育ちについて説明

ウ：小学校での生活を見通した年長児の活動に関して小学校
        教員が助言・協力

エ：スタートカリキュラムの作成に関して幼稚園教員が
        助言・協力

オ：その他

10.5%（261）

65.7%（1,639）

31.5%（786）

17.6%（440）

25.5%（635）

23.7%（1,309）

46.3%（2,551）

18.2%（1,001）

14.9%（821）

26.9%（1,481）

19.6%（1,570）

52.3%（4,190）

22.3%（1,787）

15.7%（1,261）

26.4%（2,116）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ア

イ

ウ

エ

オ

公立幼稚園

私立幼稚園

幼稚園全体

出典：令和５年度幼児教育実態調査小学校との情報共有（幼稚園）
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保 育 所

小学校との情報共有（保育所）

１ 保育所児童保育要録を電子化して小学校へ送付

２ 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を活用し、小学校へ入学する
幼児の育ちについて説明

３ 小学校での生活を見通した年長児の活動に関して小学校教員が助言・
協力

４ スタートカリキュラムの作成に関して保育士が助言・協力

５ その他

６ 保育所児童保育要録の紙での送付以外、特段の情報共有はしていない

21.5%(3,007）

20.6%(2,876）

15.9%(2,223）

22.4%(3,133)

45.9%(6,421)

16.8%(2,356)

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

6

5

4

3

2

1

※1 母数：13,983（公設公営4,994、公設民営1,375、民設民営7,614）
※2 グラフ中の（ ）内は園数
※3 複数回答

出典：令和６年度保育所・認定こども園に関する保育の内容等に関する実態調査
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小学校との情報共有（認定こども園）

認定こども園

１ 指導要録を電子化して小学校へ送付

２ 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を活用し、小学校へ入学する
園児の育ちについて説明

３ 小学校での生活を見通した年長児の活動に関して小学校教員が助言・
協力

４ スタートカリキュラムの作成に関して保育教諭が助言・協力

５ その他

６ 指導要録の紙での送付以外、特段の情報共有はしていない

19.1%

16.0%(989)

21.1%(1,303）

26.0%(1,602）

52.4%（3,234）

16.7%(1,031）

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

6

5

4

3

2

1

※1 母数：6,172（幼保連携型5,002、保育所型1,108、地方裁量型62）
※2 グラフ中の（ ）内は園数
※3 複数回答

出典：令和６年度保育所・認定こども園に関する保育の内容等に関する実態調査
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27

幼児期の遊びを通した学びと小学校の各教科等の学習の繋がりを見える化し、幼保小の相互理解を促進するための参考資料。
第２章「各教科等における学びのつながり」で、幼児期の遊びを通した学びと各教科等の学習（小学校１年生で学習する全ての各教科等）との繋がり等
を解説。

書籍情報はこちらから
https://www.toyokan.co.jp/products/5659?_pos=1&_sid=6
530f6695&_ss=r （東洋館HP）

「幼児教育と小学校教育がつながるってどういうこと？」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/
mext_02697.html（文部科学省HP）

幼児教育の学びと小学校教育の学びとの繫がりに関する参考資料

27

幼児教育の
遊びを通した

学び

小学校の
各教科等の
授業展開例

https://www.youtube.com/watch?v=UxfAl3XWfGo
https://www.youtube.com/watch?v=UxfAl3XWfGo


調整授業時数制度の仕組みの方向性（イメージ）

教科D 教科E

教科DE’

既存教科の内容の組み替え
※教科DとEの内容を扱う

・ 標準授業時数が35コマ以下の教科等は調整
が可能な教科等（標準を下回って時数を設定
してよい教科等）の対象外
・ 「総合的な学習の時間」も調整の対象
・ 調整後の時数は35コマ以上とする

(ｱ)児童生徒の
資質・能力の育成に
特に資する教育活動

(ｲ)教師の
組織的な
研究・研修等

教科C

新教科
（学校が必要に応じて設定）

③「裁量的な時間」に充当②教科の新設
※教科B・Cと異なる内容を扱う

教科A

①既存教科等に
上乗せ

調整授業時数

調整授業時数
２

３

教科B
標準を下回って設定可能な時数幅の上限は、
時数調整対象の教科等の１割以上で検討

４

５

現在の授業時数特例校・教育課程特例校
制度は調整授業時数制度に統合し、各学
校の判断により実施可能とする

１ 現行の教育課程特例校で認められる特例

年間を通じて複数の取組を計画
的に実施しうる上限を設定

年間を通じて計画的に
実施しうる上限を設定

調整授業時数

調整後も
最低

35コマ確保

既存教科等への上乗せ 学習枠 研究・研修等枠
要件

上限

各教科等の内容に該当しない、もしくはいずれか一つの
教科等に当てはめるのが困難な学習活動であること
   等の要件を設定

①個に応じた学習過程の充実に資する取組
②学習の素地を高める取組
③関係性の質を高め、学習の一層の円滑化に特に資する
取組

④その他地域等の特色を生かした取組

年間を通じて複数の類型に属する取組を実施することも
想定し、適切な上限を検討

類型

要件

上限

学校教育目標・教育課程編成に係る基本方針・年間指導計画等に
基づく組織的・計画的な取組であること 等の要件を設定

①質の高い授業を効果的に実施するための教材研究・授業研究
②教師の資質・能力の向上を図るための学校・教育委員会が企画する研修
③児童生徒理解の向上など、学習・指導上の課題解決に資する情報共
有・協議

④学校と地域の連携体制の確保

「学習枠」の上限の内数として設定。年間を通じて計画的
に実施することも想定し、適切な上限を検討

類型

1割以上
の方向

新設教科
要件

裁量的な時間（学習枠）の要件
に加え、新設教科の目標、育成す
る資質・能力、学習評価の方法が
体系的・系統的に整理されている
こと 等の要件を設定

上限
調整授業時数の中で活用可能な時数の上限を設定せず、
調整授業時数として生み出した時数のうち、「裁量的な時
間」として活用する時数を除いた時数で実施可能

生み出した調整授業時数の全体から、③「裁量的
な時間」に活用する時間を除いた時数で実施可能

要件
なし

令 和 ８ 年 １ 月 １ ９ 日
総則・評価特別部会(第５回)
【 資 料 １ 】 P １ ８
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【実施可能な取組の類型】
①質の高い授業を効果的に実施するための教材研究・授業研究
（例）学校の研究課題に即して行う研究授業・研究協議や、教科・学年等で計

画的に行う教材研究等
②教師の資質・能力の向上を図るための学校・教育委員会が企画する研修
（例）学校・学年等の課題に応じて企画する定期的な研修、教育委員会主催研

修等
※裁量的な時間は、当該学校の教育課程に係る教育の質の向上を図るものであり、学校とし
て組織的に実施する研究・研修（学年・教科単位なども含む）以外の研究・研修活動は
対象外

③児童生徒理解の向上など、学習・指導上の課題解決に資する情報共有・
協議
（例）教科担任制やチーム学年制などと組み合わせた子供の情報の共有
※単なる打合せや突発的な児童生徒指導事案に関する会議、事務的な情報共有の時間と
ならないよう、学習や指導の改善と密接に連携させることを前提とする方向性で検討

④学校と地域との連携体制の確保
（例）企業・団体等と連携した探究学習の実施に向けた研究会、地域の方々と連

携したカリキュラム開発に向けた協議等
※各学校が実現を目指す特色ある教育活動を具現化し、質を向上させるのに必要な取組を
対象とする方向性で検討

裁量的な時間の要件と類型

【取組が備えるべき要件例】
1. 学習指導要領に定める各教科等の内容に該当しない、もしくはいずれか一つの教

科等に当てはめるのが困難な学習活動であること
2. 各教科等の内容にも一部該当しうる学習活動を行う場合は、当該内容について各

教科等の教育課程において適切に扱うこととした上で、児童生徒の興味・関心の高
まり等を踏まえ、学習を拡充・発展させたり、試行的な取組を行ったり、学年区分を
超えて縦割りで実施したりするなどの付加的な学習活動として行うこと

3. 児童生徒の実態を踏まえ、学校教育法に定める教育の目標の実現に特に資するこ
と

4. 各学校の学校教育目標・教育課程編成に係る基本方針・年間指導計画等に基
づく組織的な取組であること

5. 発達の段階に即して適切なものであること
6. 児童生徒の転出入に対する配慮等の教育上必要な配慮がなされていること
【実施可能な取組の類型】
①個に応じた学習過程の充実に資する取組
（例）総合的な学習の時間等で設定した個人探究課題の深掘り、自ら選んだ教科等の学

習課題に関して自己調整しながら学ぶ取組、個々の児童生徒のニーズや認知の特
性に応じた個別指導や学習カウンセリング、下学年の未習得事項を効果的に学び直
すプログラム等

②学習の素地を高める取組
（例）個人探究を伴う体験活動の充実、企業・団体等とも連携して児童生徒の視野を広

げ学習意欲を高める取組、言語能力・情報活用能力の重点的な育成のための取組、
認知機能強化に着目した取組、学習方略やメタ認知等に関する体系的指導等

③関係性の質を高め、学習の一層の円滑化に特に資する取組
（例）いじめ防止や安全に関する教育、対人関係の基礎となるソーシャルスキルの育成など

の対話的な学習の基礎となる人間関係形成の円滑化に資する学習等
※こうした取組を特に要する児童生徒を対象として行う場合も考えられ、その場合例えば、①や②の取
組を実施する場合に、特に要する児童生徒については③を実施するといった実施方法も考えられる

④その他地域等の特色を生かした取組
（例）特別支援学級・学校との交流及び共同学習、地域の多様な大人と探究的に関わる

活動、現代的な諸課題に対応した教育活動を更に深掘り・充実させる学習活動等

学習枠 研究・研修等枠
【取組が備えるべき要件例】

1. 当該学校の教育課程の編成・実施に係る教師の資質・能力の向上や、
学校の組織的な対応力の向上を通じて、児童生徒の学習改善や教師の
指導改善に直結する取組であること

2. 各学校の学校教育目標・教育課程編成に係る基本方針・年間指導計
画等に基づく組織的・計画的な取組であること

3. 研究・研修等の趣旨・目的や内容が事前に計画されるとともに、管理職等
により実施状況が適切に把握されるものであること
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次期学習指導要領に向けた検討の基盤となる考え方

主に第5,7章
（授業時数の適正化・平準化、教科書の精選、構造化、裁量的
な時間など様々な方策による教師・子供双方の「余白」の創出、
カリキュラム・マネジメント 等）

（Feasibility）

主に第3,7章
（調整授業時数制度、裁量的な時間、個別の児童生徒に係る
教育課程の仕組み、デジタル学習基盤を活用した学習環境デザ
イン、個別最適な学び・協働的な学び 等）

②

多様な子供たちの「深い学び」を確かなものに

～あらゆる方策を活用し、三位一体で具現化～

学びをデザインする高度専門職としての教師
「裁量的な時間」をはじめ柔軟な教育課程による余白

デジタル学習基盤をはじめとする基盤整備
総合的な勤務環境整備

生涯にわたって主体的に学び続け、多様な他者と協働しながら、
自らの人生を舵取りすることができる 民主的で持続可能な社会の創り手 をみんなで育む

主に第2,3,4,6章
（生きて働く「確かな知識」の習得、資質・能力育成の具体
化・深化、「好き」を育み「得意」を伸ばす、情報活用能力
の抜本的向上、個別最適な学び・協働的な学び 等）

主体的・対話的で
多様性の包摂

（Excellence）
①深い学びの実装

（Equity）

実現可能性の確保③

参照：令和7年9月25日
教育課程企画特別部会
論 点 整 理 p . ５
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「裁量的な時間」をはじめ柔軟な教育課程による余白
デジタル学習基盤をはじめとする基盤整備学びをデザインする高度専門職としての教師

総合的な勤務環境整備

総合

課題設定
の充実

小

中

高

「好き」を育み、「得意」を伸ばす × 当事者意識を持って、自分の意見を
形成し、対話と合意ができる

好
き
・
得
意
を
ベ
ー
ス
と
し
た

主
体
的
な
進
路
選
択
の
促
進

特別活動

児童生徒主体のルール
形成や学校生活改善、
行事の創造等の明確化
（みんなが学びやすいルールや環
境の構築を含む）

納得解を形成しようとす
ることの重要性の明文化
（安易な多数決の回避や少数意
見の吟味）

興味・関心が広がる
教材・学習方法の選択を促進

考え、議論する
道徳の徹底
（主体的な判断の
重要性、知・徳・体
の調和のとれた発達
に向けた、道徳的価
値の対立を乗り越え
る必要性や道徳的
実践の強調）

自分の意見を表現する活動の充実

探究的な要素を持つ学習活動の充実

各教科等 道徳

【各教科等での検討イメージ】

（興味・関心）

生きて働く「確かな知識」の習得

※本イメージ図は,自らの人生を舵取りする力と民主的で持続可能な社会の創り手育成という今般の検討の一部を資料化したものであり、学習指導要領の改訂に関わる全ての要素を網羅する性質のものではない

家庭学習の内容を自律的に決めら
れるような段階的指導
(家庭学習はじめ学習習慣の確立を含む)

他者と関わり協同する力の育成

障害や認知特性等
多様な実態を踏まえた調整
（教科等、家庭学習含む）

科学的知見も生かした
効果的な指導計画・授業方法
児童生徒の学習方略の指導

多様な子供を誰一人取り残さない
視点としての個別最適な学びと協
働的な学びの一体的充実

全ての活動の基盤としての
心理的安全性の確保

幼 言葉を用いて思考を深めていく指導

個
人
探
究

グ
ル
ー
プ
探
究

「主体的・対話的で深い学び」の実現を通じた
自らの人生を舵取りする力 民主的で持続可能な社会の創り手と 育成（今後の検討イメージ）

参照：令和7年9月25日
教育課程企画特別部会
論 点 整 理 p . ６
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